
大雨による被害状況

冬部川作業写真

内潟公民館付近

温泉町冠水

第2袴腰山線（今泉～薄市） 町道136号線

折戸下前線袴腰山線（中里～宮野沢）

８
月
３
日
か
ら
の
大
雨
に
よ
り
町
に
深
刻
な
爪
あ
と

　
　
　
　
　 

町
の
被
害
と
支
援
策 

　
　
　
　
　

　
こ
の
た
び
の
８
月
３
日
か
ら
の
大
雨
に
よ
り
、

多
く
の
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
々
に
は
心
か
ら

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
８
月
３
日
か
ら
の
大
雨
は
、
町
に
も
多
く
の

被
害
を
与
え
ま
し
た
。

■
イ
ン
フ
ラ
へ
の
被
害

●
町 

道

●
林 
道

● 水 道
　８月９日㈫に小泊・冬部川の取水
口へ土砂や流木などが流入。
　小泊ダムの水が濁り排水できない
ことで取水量が少なくなったため、
節水を呼びかけ。

● 電 気
　８月10日㈬未明、最大約3,700
戸停電。
　十三湖変電所冠水により、電源車
にて電力供給。
　８月19日㈮午後４時完全復旧。

大雨による被害状況

被害状況 （中里地域）

被害状況 （小泊地域）

宮野沢川越水

町一般廃棄物最終処分場

袰内地区法面崩落 入舟地区側溝溢水

宮野沢川沿い農地冠水

中里川破堤



被災された方々への支援策

◆ 

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
保
険
料

　
の
減
免
な
ど
を
行
い
ま
す

問 

町
民
課 

内
1
3
1
4

　
被
保
険
者
が
い
る
世
帯
で
、
世
帯
主
の
住
宅

な
ど
が
価
格
の
10
分
の
３
以
上
の
損
害
を
受
け

て
い
る
世
帯
が
対
象
で
す
。
減
免
な
ど
の
期
間

は
８
月
徴
収
分
か
ら
で
す
。

　
申
請
に
は
罹
災
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　
町
や
県
、
各
種
機
関
で
は
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に

次
の
よ
う
な
支
援
を
し
て
い
ま
す
。

　
く
わ
し
い
内
容
は
各
担
当
課
、
担
当
機
関
ま
で
。

◆ 

介
護
保
険
料
の
減
免問 

福
祉
課 

内
１
５
１
３

　
被
害
に
見
舞
わ
れ
た
介
護
保
険
第
１
号
被
保

険
者
で
納
付
が
困
難
な
方
に
は
介
護
保
険
料
の

特
例
措
置
が
あ
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
介
護
保

険
料
は
、
特
別
災
害
を
受
け
た
日
以
後
に
納
期

限
を
迎
え
る
額
で
す
。

　
申
請
に
は
罹
災
証
明
書
が
必
要
で
す
。

問 

総
務
課 

内
2
0
1
6

●
申
請
で
き
る
方

・ 

居
住
、
所
有
し
て
い
た
建
物
が
被
害
を
受
け

た
方

・
住
居
以
外
の
建
物
が
被
害
を
受
け
た
方

●
受
付
場
所

　
総
務
課
窓
口

●
受
付
時
間

　
午
前
８
時
15
分
か
ら
午
後
５
時

　
　
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

●
手
数
料
、
交
付
時
期

　
手
数
料
無
料
。
そ
の
場
で
の
証
明
書
交
付
。

●
発
行
に
必
要
な
物

・ 

被
害
状
況
が
わ
か
る
写
真（
役
場
職
員
が
確

認
し
た
家
は
職
員
が
置
い
て
い
っ
た
被
害
状

況
を
記
入
し
て
い
る
色
の
つ
い
た
紙
の
み
で

も
可
）

・
申
請
者
の
ハ
ン
コ

　
（
代
理
申
請
の
場
合
は
罹
災
者
の
ハ
ン
コ
も
）

◆ 

県
税
の
減
免

問 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部 

☎（
34
）２
１
１
１

　
被
害
の
状
況
に
応
じ
、
今
後
納
付
す
べ
き
県

税（
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車

税（
種
別
割
））を
減
免
し
ま
す
。

　
減
免
の
申
請
に
は
、
罹
災
証
明
書
が
必
要
で

す
。

税・保
険
料
、医
療
、公
共
料
金

　
支
援
一
覧

罹
災
証
明
書
の
申
請
受
付

◆ 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
交
付

問 

福
祉
課 

内
1
5
1
1
〜
1
5
1
7

　
床
下
浸
水
・
床
上
浸
水
の
被
害
に
見
舞
わ
れ

た
住
家（
現
に
居
住
し
て
い
る
住
居
）の
生
活
再

建
に
要
す
る
経
費
と
し
て
支
援
金
を
交
付
し
ま

す
。
対
象
は
罹
災
証
明
書
を
受
け
た
方
で
す
。

◆ 

農
業
災
害
見
舞
金

問 

農
政
課 

内
１
８
１
３

　
中
里
川
の
決
壊
に
よ
り
、
農
地
に
甚
大
な
被

害
を
受
け
た
水
田
台
帳
や
農
地
基
本
台
帳
に
登

録
さ
れ
て
い
る
農
業
者
を
対
象
に
、
農
地
に
対

す
る
支
援（
水
田
）、農
作
物
に
対
す
る
支
援（
水

田
・
畑
地
）、
被
災
し
た
農
機
、
設
備
に
対
す

る
支
援
を
行
い
ま
す
。

◆ 

災
害
援
護
資
金

問 

福
祉
課 

内
1
5
1
7

　
生
活
の
再
建
に
必
要
な
資
金
を
被
害
の
大
き

さ
や
所
得
状
況
に
応
じ
て
貸
付
し
ま
す
。
対
象

は
床
上
浸
水
以
上
の
被
害
を
受
け
た
方
で
す
。

暮
ら
し
に
関
す
る
こ
と

◆ 

町
税
の
減
免

問 

税
務
課 
内
１
２
１
２

　
被
害
の
状
況
に
応
じ
、
今
後
納
付
す
べ
き
町

税（
町
・
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
国
民
健
康

保
険
税
）を
減
免
し
ま
す
。
減
免
の
申
請
に
は
、

罹
災
証
明
書（
コ
ピ
ー
可
）が
必
要
で
す
。

被災された方々への支援策

◆ 

日
本
赤
十
字
社
か
ら
支
援
物
資
の
配
布

問 

福
祉
課 

内
1
５
１
６

　
住
居
が
床
上
浸
水
の
被
害
を
受
け
、
罹
災
証

明
書
を
発
行
し
に
き
た
方
に
は
支
援
物
資
を
お

渡
し
し
て
い
ま
す
。
お
帰
り
の
際
に
福
祉
課
に

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

◆ 

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
窓
口
負
担

減
免
な
ど
を
行
い
ま
す

問 

町
民
課 

内
１
３
１
２

　
床
上
浸
水
以
上
の
被
害
を
受
け
た
被
保
険
者

の
方
は
窓
口
負
担
減
免
な
ど
の
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
減
免
な
ど
の
期
間
は
減
免
開

始
月
か
ら
３
か
月
以
内
で
す
。
申
請
に
は
罹
災

証
明
書
が
必
要
で
す
。

◆ 

経
営
安
定
化
サ
ポ
ー
ト
資
金
保
証
料
補

助
金
交
付問 

水
産
商
工
観
光
課 

内
１
6
1
2

　
県
経
営
安
定
化
サ
ポ
ー
ト
資
金
特
別
融
資
制

度
要
綱
に
基
づ
く
融
資
を
受
け
て
い
る
事
業
者

に
対
し
、
当
該
融
資
の
保
証
料
を
町
が
全
額
補

助
し
ま
す
。
対
象
者
は
、
個
人
・
法
人
と
も
に

町
内
に
事
務
所
や
店
舗
な
ど
が
あ
り
、
町
に
納

税
し
て
い
る
人
、
か
つ
融
資
額
が
１
業
者
に
つ

き
１
、０
０
０
万
円
以
内
で
融
資
期
間
が
10
年

以
内
の
事
業
者
で
す
。

◆ 

災
害
ご
み
の
仮
置
き
場

問 

環
境
整
備
課 

内
1
９
１
５

　
９
月
30
日
㈮
ま
で
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
４
時
ま
で
の
間
、
災
害
ご
み
を
宮
野
沢
の
運

動
公
園
第
３
駐
車
場
に
搬
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
搬
入
の
際
に
は
、
罹
災
証
明
書（
コ
ピ

ー
可
）が
必
要
で
す
。

◆ 

町
被
災
店
舗
等
機
能
回
復
支
援
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問 

町
商
工
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎（
57
）2
7
3
3

　
店
舗
な
ど
の
被
害
を
受
け
た
商
工
事
業
者
に

対
し
、
被
災
前
の
機
能
回
復
に
要
す
る
経
費
の

一
部
を
支
援
し
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
の
は
被
災
し
た
店
舗
な
ど
が
町

内
に
あ
り
、
町
に
納
税
し
て
い
る
事
業
者
の
中

で
、
小
売
業
、
飲
食
店
、
電
気
工
事
業
、
配
達

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、
電
気
機
械
器
具
修
理
業
に

該
当
し
、
町
商
工
会
か
ら
被
災
状
況
の
確
認
を

受
け
た
事
業
者
で
す
。

　
申
請
に
は
罹
災
証
明
書
が
必
要
で
す
。

事
業
者
へ
の
支
援
に
関
す
る
こ
と

そ
の
他
、
災
害
に
関
す
る
こ
と

◆ 

水
道
料
金
の
減
額

問 

上
下
水
道
課 

☎（
57
）2
3
5
0

　
住
居
や
車
庫
な
ど
の
土
砂
を
洗
い
流
す
た
め

に
水
道
水
を
使
用
し
た
こ
と
で
、
９
月
請
求
分

が
普
段
の
使
用
量
と
比
較
し
て
増
え
た
水
量
分

を
申
請
に
よ
り
減
額
し
ま
す
。

◆ 

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
窓
口
負

担
の
減
免
な
ど
を
行
い
ま
す

問 

町
民
課 

内
1
3
1
4

　
申
請
日
の
属
す
る
年
度
に
市
町
村
民
税
が
課

さ
れ
て
い
な
い
、
ま
た
は
申
請
日
の
属
す
る
月

の
被
保
険
者
世
帯
全
員
の
収
入
合
計
額
が
基
準

以
下
で
あ
り
、
全
員
の
預
貯
金
額
の
合
計
が
基

準
額
の
３
月
分
に
相
当
す
る
額
以
下
の
額
で
あ

る
世
帯
が
対
象
で
す
。
減
免
な
ど
の
期
間
は
、

申
請
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
６
月
で
す
。

申
請
に
は
罹
災
証
明
書
が
必
要
で
す
。

◆ 

N
H
K
放
送
受
信
料
の
免
除

　
　
　
　
　
　

 　
問 

N
H
K
青
森
放
送
局

　
　
　
　
　
　

 　
☎
０
１
７（
7
7
4
）5
1
1
6

　
令
和
４
年
８
月
か
ら
９
月
ま
で
の
２
か
月
間
、

床
上
浸
水
以
上
の
被
害
を
受
け
た
建
物
の
放
送

受
信
料
を
免
除
し
ま
す
。
手
続
き
に
は
「
放
送

受
信
料
免
除
申
請
書
」
と
「
罹
災
証
明
書
の
コ

ピ
ー
」
が
必
要
で
す
。

　
免
除
申
請
書
は
役
場
総
務
課
で
配
布
し
て
い

ま
す
。


